
町長報告第７号 
 

件   名  日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止協定
書の締結について 

 
担 当 課  企画財政課 

 
令和８年６月１日報告 

 

 本報告は、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止協定

書の締結について報告するものでございます。 
 

 本協定は日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場の建設並びに廃棄物の

埋立及びエコセメント化を行うにあたり、地域住民の生活環境と生

命財産の安全を確保することを目的に東京たま広域資源循環組合

（以下「循環組合」という。）、第 22 自治会・二ツ塚処分場対策委員

会、日の出町が締結しております。 
  
 本年 3 月 9 日、循環組合より協議依頼のありました、日の出町二

ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止協定書について、第 22自治

会・二ツ塚処分場対策委員会との協議・ご意見を踏まえ、本年 3月

31 日付で別添のとおり締結いたしましたことを報告いたします。 

 

 なお、主な改正点といたしましては、エコセメント化施設の更新

工事の施工に伴い、二ツ塚処分場におけるエコセメント化の期間を

25年間延伸し、令和 33年 3月 31日としたこと等となっております。 
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町長報告第８号 
 

件   名  日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止細目
協定書の締結について 

 
担 当 課  企画財政課 

 
令和８年６月１日報告 

 

 本報告は、日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止細目

協定書の締結について報告するものでございます。 
 

 本協定は日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止協定書

における地域住民の生活環境と生命財産の安全を確保するという目

的達成のため、詳細な管理基準、公害防止の基準等について規定し、

東京たま広域資源循環組合（以下「循環組合」という。）、第 22 自治

会・二ツ塚処分場対策委員会、日の出町が締結しております。 
  
 本年 3 月 9 日、循環組合より協議依頼のありました、日の出町二

ツ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止細目協定書について、第 22自

治会・二ツ塚処分場対策委員会との協議・ご意見を踏まえ、本年 3

月 31 日付で別添のとおり締結いたしましたことを報告いたします。 

 

 なお、主な改正点といたしましては、エコセメント化施設更新工

事中における一時埋め立て廃棄物について前処理を必要とすること

及び、道路交通における騒音・振動測定箇所を従前の 2か所から 1

か所へ変更すること等となっております。 
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